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程
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る
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業
局
財
務
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
管
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規
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千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
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二 
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千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
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企
業
局
訓
令 
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千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

三 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則

昭
和
二
十
八
年
千
葉
県
水
道
局
企
業
管
理
規
程
第
一
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
四
出
先
機
関
の
項
中

浄
水
場

柏
井
浄
水
場

福
増
浄
水
場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
を

除
く

を

北
総
浄
水
場

に
改
め

同
表
の
備
考
第
二
号
中

浄
水
場
次
長

柏
井
浄
水
場
次

長

福
増
浄
水
場
次
長
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
次
長
を
除
く

を

北
総
浄
水
場
次
長

に
改

め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程

昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
三
項
の
表
栗
山
浄
水
場
の
項
を
削
り

同
表
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る

 

栗
山
給
水
場 

 

 

第
八
条
第
二
項
第
三
号
中

栗
山
浄
水
場

ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場

を

ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場

栗
山
給
水
場

に
改
め
る

 

 

別
表
栗
山
浄
水
場
の
項
を
削
り

同
表
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

栗
山
給
水
場 

松
戸
市 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
三
号
中

栗
山
浄
水
場
及
び

を
削
り

並
び
に

を

及
び

に
改
め
る

 

 

第
三
条
第
一
項
の
表
栗
山
浄
水
場
長

北
総
浄
水
場
長
及
び
給
水
場
長
の
職
に
あ
る
者
の
項
中

栗
山

浄
水
場
長

を
削
り

当
該
浄
水
場
及
び
給
水
場

を

北
総
浄
水
場
及
び
当
該
給
水
場

に
改
め

る

 

 

第
四
条
の
表
栗
山
浄
水
場
長

北
総
浄
水
場
長
及
び
給
水
場
長
の
職
に
あ
る
者
の
項
中

栗
山
浄
水
場

長

を
削
る

 

 

第
十
九
条
第
二
項
中

所
長

を

企
業
出
納
員

課
長
又
は
所
長
の
職
に
あ
る
者
に
限
る

に

改
め
る

 

 

第
五
十
八
条
の
三
第
四
項
中

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律

平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録

を

電
子
的
方
式

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

に
改
め
る

 

 

第
百
五
条
第
二
項
中

第
百
十
三
条

を
削
る

 

 

第
百
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

第
百
十
三
条 

削
除 

 

第
百
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

契
約
伺
い

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

29

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第２５号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 

第
百
四
十
条 

契
約
の
伺
い
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
一 
水
道
事
業 

支
出
負
担
行
為
伝
票

別
記
第
九
十
五
号
様
式

 

 

二 
工
業
用
水
道
事
業
及
び
造
成
土
地
管
理
事
業 

支
出
負
担
行
為

工
事
等

回
議
書

別
記
第
九

十
六
号
様
式

又
は
支
出
負
担
行
為

調
達

回
議
書

別
記
第
九
十
六
号
様
式
の
二

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
は

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程

昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
水
道

局
管
理
規
程
第
八
号

第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
起
案
文
書
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

 

 

第
百
四
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

電
磁
的
記
録
に
よ
る
契
約
書
等
の
作
成

 

第
百
四
十
三
条
の
三 

第
百
四
十
三
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
の
作
成
を
も
つ
て

こ
れ
ら
の
書
類
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

当

該
電
磁
的
記
録
は

こ
れ
ら
の
書
類
と
み
な
す

 

 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
中

法
令

を

法
令
等

に
改
め
る

 

 

第
百
八
十
七
条
第
一
項
を
削
り

同
条
第
二
項
中

次

を

課
長
は

次

に

定
め
る
も
の

を

掲
げ
る
も
の
に
係
る
支
出
予
算
の
執
行
の
必
要
が
生
じ
た
と
き

に
改
め

前
項
に
規
定
す
る

書
類
を
省
略
し

を
削
り

第
七
号
ま
で

の
下
に

に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て

を

振
替
回
議

書

の
下
に

に
よ
り

を

第
十
一
号
ま
で

の
下
に

に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て

を
加
え

よ
る
も
の
と
す
る

を

よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
改
め

同
項
第
七
号
中

の
執
行

を
削
り

同
項
を
同
条
第
一
項
と
し

同
条
第
三
項
中

前
各
項

を

前
項

に
改
め

同
項
を
同
条

第
二
項
と
す
る

 

 

様
式
目
次
の
表
八
十
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

八
十
二 

削
除 

 

様
式
目
次
の
表
中
八
十
二
の
二
の
項
を
削
り

八
十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

八
十
三 

削
除 

 

様
式
目
次
の
表
九
十
五
の
項
中

第
百
四
十
条

を

第
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号

に
改
め

同
表

九
十
六
の
項
を
削
り

同
表
九
十
六
の
二
の
項
中

第
百
四
十
条

を

第
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号

に
改
め

同
項
を
同
表
九
十
六
の
項
と
し

同
表
九
十
六
の
三
の
項
中

第
百
四
十
条

を

第
百
四
十

条
第
一
項
第
二
号

に
改
め

同
項
を
同
表
九
十
六
の
二
と
し

同
表
百
五
の
項
及
び
百
六
の
項
を
削

る

 

 

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
二
十
三
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 

に
改
め

 

を
削

る

 

 

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
二

そ
の
一

中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
八
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
八
十
二
号
様
式
の
二
を
削
る

 

 

別
記
第
八
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
九
十
五
号
様
式
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
九
十
六
号
様
式
を
削
る

 

 

別
記
第
九
十
六
号
様
式
の
二
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様

式
を
別
記
第
九
十
六
号
様
式
と
す
る

 

 

別
記
第
九
十
六
号
様
式
の
三
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様

式
を
別
記
第
九
十
六
号
様
式
の
二
と
す
る

 

 

別
記
第
百
五
号
様
式
及
び
第
百
六
号
様
式
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第

九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
五
号
中

栗
山
浄
水
場
及
び

を
削
り

並
び
に

を

及
び

に
改
め
る

 

 
 

 
附 
則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

所
 

場
 

名
 

所
 

属
 

名
 

□印
 

千
葉

県
企

業
局

 

 
企

業
出

納
員

 

 
現

金
取

扱
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
□印

 

上
水

収
納

額
 

 

下
水

収
納

額
 

 

そ
の

他
収

納
額

 
 

上
水

収
納

額
 

下
水

収
納

額
 

千
葉

県
企

業
局

企
業

出
納

員
 

 
 

 
 

 
 

 
□印

 

 
第

八
十

二
号

様
式

 
削

除
 

第
百

四
十

条
 

 
第

百
四

十
条

第
一

項
第

一
号

 
 

第
百

四
十

条
 

 

第
百

四
十

条
第

一
項

第
二

号
 

 

 
第

八
十

三
号

様
式

 
削

除
 

第
百

四
十

条
 

 

第
百

四
十

条
第

一
項

第
二

号
 

 

領
収

証
番

号
 

 

使
用

者
氏

名
 

 

領
収

証
番

号
 

 

使
用

者
氏

名
 

 

納
付

者
氏

名
 

 



  

三 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第２５号 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程

昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
十
一
号
を
削
る

 

 

第
四
十
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
す
場
合
に
あ
つ
て
は

主
務
課
長
又
は
主
務
課
長
が
指
名
す
る

者
は

当
該
電
子
署
名
を
付
す
電
子
文
書
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

別
表
第
三
栗
山
浄
水
場
の
項
を
削
り

同
表
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る

 栗
山
給
水
場 

栗
給 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

企

業

局

訓

令 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 
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美
砂
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千
葉
県
企
業
局
訓
令
第
一
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局 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程

昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
水
道
局
訓
令
第
一

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
条
第
一
項
中

栗
山
浄
水
場
及
び

を
削
り

並
び
に

を

及
び

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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